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佐賀県再生可能エネルギー等先進県実現化構想（H30.3策定）

取組方針と具体的な取組の例

2



洋上風力発電事業の誘致検討について

【目的・動機】

○ 県内経済への波及効果

・ 海上から陸上まで幅広い産業分野に波及する可能性を期待

・ 維持管理に係る経済効果は、長期間（20年以上）安定的に継続

・ 早期に取り組むことで、より多くの波及効果を期待

○ 再生可能エネルギーの導入拡大

・ 将来的に、使えるエネルギーの種類が産業競争力を左右することを懸念

【背景】

○ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が、
唐津市及び玄海町沖合を洋上風力発電の適地として評価（H28年度）

・ 複数の事業者が、同海域での事業化の検討を開始

○ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する
法律（再エネ海域利用法）が今年4月に施行
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凡例

洋上風力発電事業による経済効果の波及分野
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風況マップ国の公表（環境省データ）
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再エネ海域利用法（概要）

・ 洋上風力発電の事業化を認める海域を「促進区域」として国が指定

・ 発電事業者を公募により国が選定し、海域の占用を許可（最長30年）
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再エネ海域利用法に基づく海域選定状況



Ａ

Ｂ

Ａ海域：約118㎢

Ｂ海域：約18㎢

候補海域

Ａ及びＢエリアを対象に地元等への理解促進の取組を行い、結果を踏まえて選定
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候補海域選定の考え方

特に配慮が必要な海域
（定期航路等）

保全エリア（陸地から１km内）

【絞り込み条件】

• 風況が良い

• 海砂採取等の許可が
ない

• 複数の事業者が具体
的に検討

• 面積がある（B海域
はA海域と一体的な
開発を想定）



○ 今年度は、唐津市馬渡島及び玄海町において説明会を２回開催

・ 第２回目は、令和２年１月下旬から２月上旬頃の開催を想定

○ 説明会で頂戴したご意見を踏まえ、今後の方針を検討

協 議今後の予定

9


